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条 条
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律

(
目
的
)こ

の
法
律
は
、
租
税
特
別
措
置
に
関
し
、
適
用
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
及
、
び
そ
の
結
果
の
国
会
へ
の
報
告

等
の
措
置
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
適
用
の
状
況
の
透
明
化
を
図
る
と
と
も
に
、
勺
適
宜
、
適
切
な
見
直
し
を
推
進
し
、
も
つ

て
国
民
が
納
得
で
き
る
公
平
で
透
明
性
の
高
い
税
制
の
確
立
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
定
義
)こ

の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

租
税
特
別
措
置

所
得
税
、
法
人
税
、
相
続
税
、
贈
与
税
、
地
価
税
、
登
録
免
許
税
、
消
費
税
、
酒
税
、

た
ば
こ
税
、

揮
発
油
税
、
地
方
揮
発
油
税
、

し
、
若
し
く
は
免
除 
L

石
油
石
炭
税
、
航
空
機
燃
料
税
、
自
動
車
重
量
税
、
印
紙
税
そ
の
他
の
内
国
税
を
軽
減

、
若
し
く
は
還
付
す
る
措
置
又
は
こ
れ
ら
の
税
に
係
る
納
税
義
務
、

課
税
標
準
若
し
く
は
税
額
の

計
算
、
申
告
書
の
提
出
期
限
若
し
く
は
徴
収
に
つ
き
設
け
ら
れ
た
所
得
税
法
(
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
)
、
法
人

税
法
(
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
)
、
相
続
税
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
七
十
三
号
)
、
地
価
税
法
(
平
成
三
年

法
律
第
六
十
九
号
)
、
登
録
免
許
税
法
(
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
)
、
消
費
税
法
(
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百



パ
ロ
豆
、
酒
税
法
〈
昭
和
一
一
十
八
年
法
律
第
六
号
〉
、
た
ば
こ
説
法
〈
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
一
一
号
)
〆
揮
発
油
説

法
一
九
唱
和
三
十
二
年
法
律
第
五
十
五
日
立
、
地
方
揮
発
油
税
法
一
(
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
四
口
芝
、
石
油
石
炭
税
法
(
昭

和
五 

4

一
年
法
律
第

五
号
)
一
、
航
空
機
燃
料
税
法
(
昭
和

七
年
法
律
第
七
口
三
、
昌
動
車
重
量
税
法
(
昭
和
田

十
六
年
法
律
第
八
ト
九
号
)
、
部
紙
税
法
〈
昭
和
四
十
一
一
年
法
律
第
二
ナ
三
号
〉
、

第
六
十
六
符
〉
及
び
関
税
徴
収
法
品
川
和
三
十
側
年
法
律
箔
謀
部
十
七
号
〉

の
特
例
で
、
穏
税
特
別
措
髄
法
〈
昭
和
一
一

二
年
法
律
第
一
一
十
六
回
一
勺
〉
の
競
窓
(
税
務
署
長
に
擬
出
す
る
書
類
の
探
出
期
限
の
特
脳
内
を
定
め
る
規
定
、
税
負
粗
を
不
当

に
減
少
さ
せ
る
行
為
の
妨
止
と
寵
す
る
規
定
そ
の
抱
の
政
令
で
定
め
る
規
定
を
除
く
。
)
に
よ
り
捜
定
さ
れ
た
も
の
を
い

ゆっ。
法
人
税
関
係
特
別
措
蜜

桟
税
特
別
措
置
の
う
ち
租
税
静
別
措
種
法
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
い
う
。

納
税
者

悶
税
議
制
約
法
第
…
一
条
潟
五
特
に
規
定
す
る
仙
納
税
容
を
い
う
。

四
一
法
人
税
申
桟
響

国
税
議
制
約
法
〈
昭
和
三
ト
七
年
法
律

法
人
税
法
鱗
七
十
四
条
摺
一
壌
〈
山
内
治
第
百
間
十
五
条
第
一
磯
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
そ
合

む
。
)
、
第
八
十
一
条
の

二
第
一
項
及
び
第
八
十
九
条
(
同
法
第
百
四

五
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
)

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
(
当
該
申
告
書
に
採
る
富
税
通
則
的
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
限
後
申
告
書
を
含

。


。
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む
。
〉
安
い
う
。

事
幾
年
演

語
人
税
法
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
に
規
窓
す
る
事
業
年
鹿
を
い
う
。

連
続
事
業
年
控

法
人
税
法
第
十
五
条
の
こ
に
規
定
す
る
漣
結
事
業
年
度
を
い
う
。

適
用
額

各
法
人
税
関
係
特
制
約
議
罷
の
適
震
を
受
け
た
法
人
が
そ
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
増
加
し
、

又
は
減
少

し
た
税
額
、
所
持
の
金
額
そ
の
錨
の
財
務
省
令
で
定
め
る
金
額
を
い
う
。

適
用
額
照
明
紹
章
一
宮

法
人
説
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人
が
、
当
該
法
人
税
申
告
書
に
係
る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度

に
お
い
て
適
用
を
受
け
る
各
法
人
説
襲
係
特
京
措
霊
の
内
容
、
道
毘
額
そ
の
姐
の
法
人
税
関
係
特
別
措
置
の
適
用
の
状
況

の
透
明
化
を
菌
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
計
約
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
一
覧
表
を
い
う
。

九
適
用
実
態
調
査

財
務
大
庄
が
、
種
税
韓
関
措
霊
の
遥

の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
行
う

調
査
を
い
う
。

法
人
税
法
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
人
格
の
な

社
盟
等
及
び
尚
条
第
一
一

九
回
守
の
一
一
に
規
定
す
る
法
人
課
税
信
託

(
次
項
に
お
い
て

「
法
人
様
税
信
託
」
と
い
う
。
)

の
受
託
者
で
あ
る
額
入
は
、
法
人
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を

適
用
す
る
。

i 
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法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
は
、
各
法
人
課
税
信
託
の
法
人
税
法
第
開
条
の
ふ
ハ
第
一
現
に
規
定
す
る
指
託
資
産
等
及
、
び
囲
脊

資
産
等
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
裂
の
者
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
連
用
す
る
。

(
議
用
額
明
細
書
の
掘
出
義
務
)

第一一一条

法
人
税
申
告
審
そ
燦
出
ず
る
総
人
で
、
当
該
法
人
税
申
告
書
に
銘
る
事
業
年
度
又
は
連
結
卒
業
年
疫
に
お
い
て
法
人

税
関
部
特
別
措
轍
〈
税
瀬
村
人
は
引
所
得
の
金
額
晶
化
減
少
さ
せ
る
規
定
そ
の

の
政
令
で
窓
め
る
鯛
慌
に
よ
る
も
の
は
観
る
。
判
払

下
第
五
条
ま
で
に
お
い
て
伺
じ
。
)

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
当
該
掠
人
税
関
係
特
別
措
胤
胞
に
つ
ぎ
記
載
し
た

連
用
額
出
明
細
書
を
当
該
法
人
税
申
告
書
に
添
何
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

詩
項
の
規
定
に
よ
る
適
用
額
明
懇
意
一
回
を
添
付
せ
ず
、
↑
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
適
用
額
明
細
書
を
議
持
し
て
迭
人
税
申
告

室
田
を
提
出
し
た
法
人
に
つ
い
て
は
、
市
対
議
法
人
税
申
告
書
に
係
る
事
業
年
東
又
は
連
結
事
業
年
度
に
お
い
て
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
法
人
税
関
係
特
別
措
綴
の
路
間
燃
は
な
い
も
の
と
す
る
。

税
務
饗
設
は
、
第
一
項
の
競
窓
に
よ
る
路
用
額
明
細
惑
の
添
付
が
な
い
故
人
税
申
告
欝
又
は
問
機
の
鎚
常
に
よ
る
瀦
則
撤

開
明
翻
書
の
記
載
に
藤
鵠
が
あ
る
法
人
税
申
告
書
の
掘
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
棋
り
の
な
い
適
用
額
明
細
替
の
提
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
適
用
額
明
頼
書
に
係
る
法
人
税
関
係
特
部
捨
童
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
故
意

日H 

。
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立
、
'
選
用
額
明
細
書
そ
添
付
せ
ず
、

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

マ
〈
は
虚
偽
お
記
載
を
し
た
適
用
額
明
腕
撃
を
添
付
し
て
法
人
貌
忠
告
書
を
提
出
し
た
と

(
遷
用
実
態
語
査
の
実
施
)

疑
務
大
臣
は
、
法
人
税
関
係
特
別
措
童
に
つ
い
て
、
適
用
額
明
細
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
集
計
す
る
こ
と
に
よ

り
、
法
人
税
関
捺
特
別
措
機
ご
と
の
遊
間
用
法
人
数
〈
当
詰
法
人
税
関
係
特
別
措
爾
の
躍
尽
な
受
け
た
法
人
の
数
を
い

ぅ
。
)
、
連
用
額
の
総
額
そ
の
他
の
適
用
の
実
織
を
鱗
査
す
る
も
の
と
す
る
。

鵠
明
恨
の
制
服
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
財
務
大
経
培
、
報
税
特
別
措
櫨
の
踊
用
の
実
説
ω

を
報
交
ず
る
必
袈
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、

そ
の
必
襲
の
限
度
に
お
い
て
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
務
署
長
に
提
出
さ
れ
る
黙
祷
税
法
第
二
官
二
十

五
条
第
一
一
境
立
規
定
す
る
調
書
一
そ
の
他
の
資
料
を
利
恵
し
、
並
び
に
行
政
機
関
が
行
う
政
震
の
評
倍
に
間
関
す
る
法
律
(
平
成

十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
。
第
六
条
に
お
い
て

「
政
葉
評
彊
法
」
と
い
う
。
)
第
二
条
第
一
一
場
に
競
走
す
る
行
政
機
関
(
以

下
「
行
政
議
謂
」
と
い
う
。
)
そ
の
植
の
租
税
特
別
捨
霊
の
適
用
に
関
連
す
る
業
務
を
行
う
団
体
に
対
し
資
料
の
提
出
及
び

説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
譲
舟
実
態
務
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
書
の
作
成
及
、
び
議
出
〉

条

主主
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ム

ノ、

第
蕊
条

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

租
税
特
別
措
震
(
適
思
実
態
調
査
を
実
鐘
し
た
も
の
に
隈
る
。
判
以
‘

こ
の
項
に
お
い
て
部
門
じ
。
)
ご
と
の
越
用
斉
数

〈
当
該
組
制
悦
持
制
約
措
置
の
適
用
を
受
け
た
総
説
者
の
数
を
い
う
。
)
及
、
び
適
用
総
額
(
法
人
税
関
係
特
別
措
置
に
あ
っ
て

は
瑠
刑
織
の
総
額
そ
い
い
、
法
人
韓
関
諮
特
別
別
措
積
以
外
の
租
税
特
別
加
措
置
に
あ
っ
て
は
納
税
税
夜
が
各
租
税
特
別
換
震
の

溺
用
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
増
加
し
、

又
は
減
少
し
た
税
額
、

の
金
額
そ
の
的
こ
れ
ら
に
準
ず
る
金
額
の
総
鱗
ぞ
い

う
。
)

法
人
税
関
係
特
別
措
置
ご
と
の
高
額
遥
爵
額
(
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
適
毘
額
明
細
書
に
記
載
さ
れ
た
当

核
法
人
税
際
部
特
則
的
措
脇
陣
の
適
用
額
に
つ
い
て
最
も
大
き
い
も
め
か
ら
順
次
そ
の
織
的
%
を
付
し
た
場
合
に
お
け
る
第
一
階

位
か
ら
第
十
鱗
詮
ま
で
に
綾
部
ず
る
各
適
用
額
を
い
う
。
)

租
税
特
別
語
賓
の
適
用
を
受
け
た
続
税
者
の
分
布
状
況
そ
の

の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
の
状
祝
の
透
明
記
を
留
る
た

め
に
必
要
な
事
現

内
閣
は
、
ゐ
鎚
壊
の
焼
慌
に
よ
り
財
務
大
置
が
作
成
し
た
報
告
審
を
開
会
に
擬
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
ο

こ
の
場
合
に
お

財
務
大
臣
は
、
録
会
計
年
度
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
譲
崩
実
態
調
査
の
結
果
に
摘
す
る
報
告
書
を
作
成
し



い
て
、
当
該
報
告
書
は
、
作
或
し
た
会
計
年
度
に
開
会
さ
れ
る
冨
会
の
常
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
。

(
適
用
実
態
調
査
情
報
の
提
供
)

機
中
ハ
条

め
る
と
き
は
、

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

行
政
機
関
の
長
文
は
総
務
大
臣
は
、
当
該
行
政
機
関
が
行
う
政
欝
鍔
銀
法
第
一
一
一
条
第
二
現
に
規
定
す
る
政
嬢
評
僻
又

は
総
務
省
が
行
う
政
策
部
僻
法
第
十
一
一
条
第
一
項
殺
し
く
は
第
一
一
壊
の
競
窓
に
よ
る
部
結
受
行
う
た
め
む
必
繋
が
あ
る
と
総

そ
の
必
裂
の
限
撲
に
お
い
て
、
財
務
大
陸
北
対
し
、
適
用
府
議
議
鶏
査
情
報
〈
適
用
実
態
部
夜
に
よ
っ
て
集
め

ら
れ
た
情
報
の
う
ち
、
文
書
、
図
諏
又
は
電
磁
的
記
録
(
電
子
的
方
式
、
議
気
持
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
辻
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
)
に
記
諒
さ
れ
て

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
〉

の
提
供
を

財
務
大
田
は
、
行
政
機
関
の
…
同
訳
文
は
総
務
大
組
か
ら
前
現
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
と
さ
は
、

正
当
な
糠
出
が
な
い

削
減
り
、
諮
問
用
実
機
関
資
情
報
晶
化
提
供
ず
る
も
の
と
ム
ず
る
。

(
適
用
実
態
調
査
情
報
の
適
正
な
管
理
)

第
七
条

財
務
大
臣
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
連
用
実
態
調
査
情
報
の
提
供
を
受
け
た
行
政
機
関
の
長
又
は
総
務
大
霊
法
、
遥

用
実
態
調
査
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
立
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
誌
な
ら
な
い
。

2 


七



C 
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〈
漉
用
実
態
概
査
欝
報
の
利
刑
制
限
〉

第
八
条

財
務
大
庄
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
ざ
、

そ
の
行
っ
た
適
用
実
機
鵠
査
の
目
的
以
外
の
閥
的
の
た
め

に
、
適
用
実
態
調
査
梧
報
を
自
ら
利
用
し
、

又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
実
態
調
査
欝
報
の
提
供
を
受
け
た
行
政
機
関
の
長
又
は
総
務
大
臣
は
、

際
的
以
外
の
自
的
の
た
め
に
、
当
該
灘
用
実
錦
繍
意
情
報
宏
指
ら
制
利
用
し
、

そ
の
提
供
を
受
け
た

メ
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

〈
・
守
秘
義
務
〉

第
九
条
適
用
実
議
議
査
情
報
の
取
設
い
に
議
事
す
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
当
該
適
用
実
態
調
査
情
報
を
敢
り
扱
う

業
務
に
関
し
て
知
り
持
た
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
秘
謹
を
濡
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

{
機
限
の
接
接
〉

第
十
条

こ
の
法
律
に
競
躍
す
る
財
務
大
慌
の
機
践
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

国
税
庁
長
官
に
接
続
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

(
財
務
省
令
へ
の
委
任
〉

鱗
十
一
条

こ
の
法
律
じ
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
鰭
用
額
明
縦
替
の
織
式
、
繍
用
実
態
調
査
的
実
施
細
問
、
第
五
条
第
一
環
の

八

O 


t



2
2 

報
告
書
の
作
或
方
詮
そ
の
組
と
の
法
律
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
事
項
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。

(
罰
鄭
)

第
十
二
条

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、

そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
留
人
又
は
法
人
そ
の

の
間
体
の
務
惑
を
購
ら
し

た
者
は
、
一
一
年
以
下
の
懲
役
又
詰
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

前
議
の
規
定
は
、

m
M

〈
路
…
作
鶏 

〉

部
門
現
の
鰐
仰
に
溜
た
る
行
為
が
閤
税
潜
則
法
第
一
四
一
一
十
六
条
の
弊
に
触
れ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

と
の
法
律
誌
、
平
成

ニ
年
間
同
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
機
四
条
第
一
…
壊
、
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で

及
び
第
十
一
一
条
の
規
定
時
平
成
二
十
五
年
出
向
バ
一
剖
か
ら
、
第
五
条
の
規
定
は
平
成
ニ
十
閤
年
照
丹
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
適
用
区
分
)

第
二
条

第
一
二
条
の
規
定
は
、
法
人
の
平
成
二
十
一
二
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
震
に
係
る
法

人
税
の
申
告
に
つ
い
て
遥
果
す
る
。

第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
人
の
平
成
二
十
三
年
四
月
-
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
長
に
お
い

〈

〈

野;

第

糸

九

員リ



O 

。
。


て
適
用
な
受
け
る
法
人
税
調
係
特
別
講
欝
に
つ
い
て
適
寵
す
る
。

〈
そ
の
他
の
経
議
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
〉

第
三
条

こ
の
附
郎
に
諜
漉
す
る
も
の
の
滋
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
隠
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 


